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八
月
三
十
日
に
岩
手
県
大

船
渡
市
付
近
に
上
陸
し
、
東

北
・
北
海
道
に
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
し
た
台
風
十
号
な
ど
日
本
各
地
を
襲
う
大
雨
被
害

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
、
道
路
や
橋
梁
な

ど
の
公
共
イ
ン
フ
ラ
や
住
宅
等
を
破
壊
し
、
農
作
物
に
も
大

き
な
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
に
は
衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
は
心
よ
り
お
見

舞
い
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
一
日
も
早
い
被
害
の
収
束

と
復
興
が
図
ら
れ
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
早
い
時
期
に
は
五
泉
市
に
お
い
て
も
七
月
六
日
夕

方
か
ら
の
大
雨
で
避
難
勧
告
が
発
令
さ
れ
災
害
対
策
本
部
が

設
置
さ
れ
る
な
ど
し
ま
し
た
。
夜
間
に
避
難
所
へ
避
難
さ
れ

た
り
床
下
浸
水
な
ど
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
り
し
た
方
々
に
は

心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

九
月
定
例
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
大
雨
対
応
に
係
る
補
正

予
算
の
専
決
処
分
に
対
し
て
承
認
を
す
る
な
ど
し
ま
し
た
。

大
き
な
災
害
が
い
つ
五
泉
市
を
襲
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
の

で
、
日
ご
ろ
か
ら
災
害
へ
の
対
策
に
つ
い
て
も
意
識
を
持
っ

て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

議
　
長

　
林
　
　
　
茂
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五泉市議会だより　第38号　

平成28年 第３回

９月 補正予算など30議案を可決・承認

定例会

　平成28年第３回９月定例会が９月２日に招集され、９

月23日まで22日間の会期で開催されました。

　初日には会期の決定、議長報告、当局報告のほか議員

発議による議員辞職勧告決議１件、継続費精算報告書の

報告１件、大雨被害対応に要した補正予算の専決処分１

件、水道事業会計補正予算について審議し、可決・承認

するなどしたあと、一般質問の一部を行いました。

　５日は引き続き一般質問を行い、通告者全員の質問が

終了しました。

　翌６日は各会計決算を含む16件の議案が一括上程され

て議案に対する質疑が行われた後、議案がそれぞれの所

管常任委員会へ付託されました。また、請願１件も所管

常任委員会へ付託されました。

　各会計決算の認定審査については、これまで特別委員

会を立ち上げて審査していましたが、本年は各常任委員

会が所管分の審査を行うこととして、９月８日～９日に

決算審査を行い、12日～13日では補正予算などの議案審

査を各常任委員会で行いました。

　最終日には、各常任委員会の審査報告に続いて採決が

行われ、それぞれ可決・採択をしました。その後、人権

擁護委員の推薦などの人事案件２件、議員派遣のほか、

市長からの追加議案３件と議員発議２件などを採決して

閉会しました。

平成27年度各会計決算や平成28年度各
会計補正予算など

９月　２日(金)

５日(月)

６日(火)

８日(木)

　　　９日(金)

12日(月)

13日(火)

23日(金)

本会議（開会、会期決定、議長報告、議案審議、一般質問など）

本会議（一般質問）

本会議（議案上程、質疑、委員会付託）

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会

建設産業常任委員会

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会

建設産業常任委員会

本会議（委員会審査報告、質疑、採決、議案審議、閉会）

　９月定例会の日程

月　日 内　　　　容
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主な議案の議決結果・概要
提
出
者

審　　議　　案　　件
審査した 
委員会 

※1

本会議
議　決 
結　果

概　　　　　　　　　　　　　　要

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第86号
専決処分の報告承認について

（平成28年度五泉市一般会計
補正予算（第４号））

承認

本年７月６日夕刻からの豪雨により、避難所の開設や被害を受
けた林業施設等を応急復旧するための費用などについて専決処
分しました。既決予算総額に変更はなく、農林水産業費に林道
等復旧委託料90万円及び測量設計委託料120万円、土木費に橋
脚等支障木撤去委託料200万円、消防費に災害対応に係る時間
外勤務手当400万円などを追加し、予備費で調整したものです。

議第87号
新潟県市町村総合事務組合規
約の変更について

総務文教 可決
加茂市・田上町消防衛生組合の共同処理の変更に伴って、名称
が加茂市・田上町消防衛生保育組合となったことなどから、新
潟県市町村総合事務組合の規約を改正するものです。

議第88号
平成28年度五泉市一般会計補
正予算（第５号）

総務文教 
市民厚生 
建設産業

可決

既決予算総額に12億5,246万円を追加し、歳入歳出予算総額を
241億9,919万3,000円とするものです。補正の主な内容は、歳
入は市税8,915万2,000円、地方交付税２億7,208万5,000円及び
繰越金７億8,322万2,000円の追加などで、歳出は愛宕中学校屋
内運動場屋根改修工事7,300万円、財政調整基金積立金５億円
及び減債基金積立金２億円の追加などです。

議第89号
平成28年度五泉市国民健康保
険特別会計補正予算（第２号）

市民厚生 可決

既決予算総額に2,507万4,000円を追加し、歳入歳出予算総額を
66億4,081万7,000円とするものです。補正の主な内容は、歳入
は国民健康保険制度関係業務準備事業補助金229万7,000円の追
加と、過年度分の精算による療養給付費等交付金2,277万7,000
円の追加で、歳出は国民健康保険システム改修委託料229万7,000
円の追加と、金額の確定による介護納付金1,629万2,000円の減
額と国県への負担金の返還金4,727万2,000円の追加などです。

議第90号
平成28年度五泉市介護保険特
別会計補正予算（第２号）

市民厚生 可決

既決予算総額に１億6,098万5,000円を追加し、歳入歳出予算総
額を62億5,735万2,000円とするものです。補正の主な内容は、
歳入は前年度繰越金の追加などで、歳出はマイナンバー制度対
応システム改修等委託料32万8,000円の追加や、金額の確定に
よる国等への負担金返還金１億302万6,000円や一般会計への繰
出金の追加などです。

議第91号
平成28年度五泉市下水道事業
特別会計補正予算（第２号）

建設産業 可決

既決予算総額に2,068万5,000円を追加し、歳入歳出予算総額を
32億1,718万4,000円とするものです。補正の主な内容は、歳入
は一般会計繰入金の追加などで、歳出は経営戦略策定業務委託
料1,090万円と公共下水道接続促進助成金、修繕料の追加など
です。

議第92号
平成28年度五泉市川東財産区
一般会計補正予算（第１号）

建設産業 可決

既決予算総額に４万8,000円を追加し、歳入歳出予算総額を407
万3,000円とするものです。補正の主な内容は、歳入は繰越金
が確定したことによる追加であり、歳出は歳入の追加を予備費
で調整したものです。

議第93号
平成28年度五泉市後期高齢者
医療特別会計補正予算

（第２号）
市民厚生 可決

既決予算総額に1,060万1,000円を追加し、歳入歳出予算総額を
５億3,505万2,000円とするものです。補正の主な内容は、歳入
は繰越金が確定したことによる追加であり、歳出は後期高齢者
医療広域連合納付金と精算に伴う一般会計への繰出金です。

議第94号
平成27年度五泉市水道事業剰
余金の処分について

建設産業 可決
平成27年度の未処分利益剰余金７億2,477万9,769円について、
2,000万円を減債積立金に、１億4,137万6,769円を建設改良積立金
に積み立て、５億6,340万3,000円を資本金に組み入れるものです。

議第95号
平成28年度五泉市水道事業会
計補正予算（第２号）

可決
収益的収支に162万3,000円を追加するものです。補正の内容は、
村松日の出町地内で水道管漏水が発生し、都市ガス供給管に損
傷を与えたため損害を賠償するものです。

議第96号
平成28年度五泉市一般会計補
正予算（第６号）

可決

既決予算総額に変更はありません。補正の内容は、法改正によ
り厚生年金保険・健康保険の適用対象が拡大され、市で雇用す
る臨時職員が新たに対象となることに伴う臨時職員社会保険料
の追加と、司馬遼太郎の代表作「峠」の舞台となった自治体を
結び各地域の魅力を県内外に発信する「峠」王プロジェクト事
業への負担金108万円を追加し、予備費で調整するものです。

議第97号
平成28年度五泉市下水道事業
特別会計補正予算（第３号）

可決

既決予算総額に８万9,000円を追加し、歳入歳出予算総額を32
億1,727万3,000円とするものです。補正の内容は、歳入は一般
会計繰入金の追加で、歳出は厚生年金保険・健康保険の適用対
象が拡大されたことによる臨時職員社会保険料の追加です。

※１　総務文教：総務文教常任委員会，市民厚生：市民厚生常任委員会，建設産業：建設産業常任委員会
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提
出
者

審　　議　　案　　件
審査した 
委員会 

※1

本会議
議　決 
結　果

概　　　　　　　　　　　　　　要

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第98号
平成28年度五泉市水道事業会
計補正予算（第３号）

可決
収益的収支の支出予定額に、厚生年金保険・健康保険の適用対
象が拡大することにより43万7,000円を追加するものです。

認定第１号
平成27年度五泉市一般会計歳
入歳出決算の認定について

総務文教 
市民厚生 
建設産業

認定

収入済額は244億1,793万7,347円、支出済額は234億694万4,004
円で、差引残額が10億1,099万3,343円となり、ここから繰越
財源2,777万1,000円を差し引いた翌年度繰越額は９億8,322万
2,343円となりました。

認定第２号
平成27年度五泉市国民健康保
険特別会計歳入歳出決算の認
定について

市民厚生 認定
収入済額は63億3,417万4,377円、支出済額は63億3,417万3,495
円で、差引残額は882円となりました。

認定第３号
平成27年度五泉市介護保険特
別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

市民厚生 認定
収入済額は60億3,462万6,727円、支出済額は58億8,498万9,595
円で、差引残額は１億4,963万7,132円となりました。

認定第４号
平成27年度五泉市下水道事業
特別会計歳入歳出決算の認定
について

建設産業 認定
収入済額は32億835万7,920円、支出済額は32億201万3,512円
で、差引残額が634万4,408円となり、ここから繰越財源634万
4,000円を差し引いた翌年度繰越額は408円となりました。

認定第５号
平成27年度五泉市簡易水道事
業特別会計歳入歳出決算の認
定について

建設産業 認定
収入済額は５億8,841万8,992円、支出済額は５億8,841万7,776
円で、差引残額が1,216円となり、ここから繰越財源280円を差
し引いた翌年度繰越額は936円となりました。

認定第６号
平成27年度五泉市川東財産区
一般会計歳入歳出決算の認定
について

建設産業 認定
収入済額は422万386円、支出済額は28万9,350円で、差引残額
は393万1,036円となりました。

認定第７号
平成27年度五泉市後期高齢者
医療特別会計歳入歳出決算の
認定について

市民厚生 認定
収入済額は４億6,260万5,409円、支出済額は４億5,200万3,014
円で、差引残額は1,060万2,395円となりました。

認定第８号
平成27年度五泉市水道事業会
計決算の認定について

建設産業 認定

収益的収支の収入は11億3,523万299円、支出は９億2,276万5,448
円で、消費税計算後の当年度未処分利益剰余金は７億2,477万
9,769円となりました。
資本的収支の収入は５億4,176万8,652円、支出は９億817万2,952
円で、収入が支出に対して不足する額３億6,640万4,300円は内
部留保資金等で補てんしました。

諮問第３号
人権擁護委員の推薦につき意
見を求めることについて

適任と 
認める

人権擁護委員の田邉俊雄の任期が満了するため、引き続き同氏
を推薦するものです。（敬称略）

諮問第４号
人権擁護委員の推薦につき意
見を求めることについて

適任と 
認める

人権擁護委員の松沢孝然の任期が満了するため、引き続き同氏
を推薦するものです。（敬称略）

請
願
者

請願第４

「学費と教育条件の公私間格
差是正にむけて、私立高等学校
への私学助成の充実を求める
意見書」の採択に関する請願

総務文教 採択
「学費と教育条件の公私間格差是正にむけて、私立高等学校へ
の私学助成の充実を求める意見書」を採択のうえ、関係機関へ
意見書を送付するよう求めるものです。

議
　
　
　
員

発議第４号
猪熊豊議員に対する議員辞職
勧告決議

可決
猪熊豊議員に対して、平成25年度の広報特別委員会の行政視
察において五泉市議会議員の信頼を失墜させる公費の不正受給
が判明したとして、議員を辞職するよう勧告するものです。

発議第５号
猪熊豊議員に対する旅費の返
還を求める決議

可決
猪熊豊議員に対して、平成25年度の広報特別委員会の行政視
察調査にかかる旅費のうち往復交通費19,780円の返還を求める
ものです。

発議第６号

学費と教育条件の公私間格差
是正にむけて、私立高等学校
への私学助成の充実を求める
意見書の提出について

可決
学費と教育条件の公私間格差是正にむけ、国及び県に対して、
私学助成を増額・拡充するよう要望する意見書を提出するもの
です。

発議第７号
（仮）日本酒で乾杯条例の制
定に関する調査特別委員会の
設置について

可決
（仮）日本酒で乾杯条例の制定について調査・検討を行うため、
議会内に（仮）日本酒で乾杯条例の制定に関する調査特別委員
会を設置するものです。

※１　総務文教：総務文教常任委員会，市民厚生：市民厚生常任委員会，建設産業：建設産業常任委員会
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（◎委員長　○副委員長）

　

次
に
、
学
校
教
育
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
心
の
教
室
相
談
事
業
に

つ
い
て
、

　

こ
の
事
業
の
相
談
員
は
、
ど
の
よ
う
な
方
が
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
た

だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

一
般
の
方
で
あ
り
、
資
格
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と

の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
一
般
の
方
で
無
資
格
と
い
う
こ
と
だ
が
、
何
か
専
門
の
教
育

や
研
修
を
受
け
ら
れ
た
方
な
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

特
に
研
修
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
定
の
教
育
を
受
け
て
、

相
談
員
と
し
て
適
切
と
判
断
さ
れ
た
方
を
採
用
し
て
、
学
校
に
配
置
し
て

い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
食
育
推
進
事
業
の
う
ち
食
育
料
理
講
習
会
に
つ
い
て
、

　

あ
る
程
度
の
年
齢
を
対
象
に
食
育
料
理
講
習
会
の
実
施
を
学
校
に
お
願

い
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
学
校
が
希
望
し
た
学
年
の
み
を
対
象
に
実

施
し
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

教
育
委
員
会
で
は
、
学
年
を
絞
ら
ず
に
学
校
に
案
内
し
て
、
希
望
が
あ

る
学
校
を
対
象
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
総
務
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
子
ど
も
市
議
会
運
営
事
業
に

つ
い
て
、

　

こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
十
周
年
だ
け
の
実
施
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ

れ
か
ら
も
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
考
え
は
あ
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ

ろ
、

　

今
回
は
、
十
周
年
の
節
目
で
事
業
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。
今
後
機
会

が
あ
れ
ば
、
今
回
限
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
都
度
考
え
て
い

き
た
い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
に

つ
い
て
、
学
校
教
育
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、

　

村
松
桜
中
学
校
開
校
準
備
事
業
の
山
王
中
学
校
・
愛
宕
中
学
校
閉
校
記

念
事
業
補
助
金
二
百
万
円
に
関
連
し
て
、

　

す
で
に
交
流
活
動
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、
現
在
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い

る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

交
流
事
業
と
い
う
こ
と
で
、
十
月
に
音
楽
祭
を
一
緒
に
開
催
す
る
と
聞

い
て
い
ま
す
。
部
活
動
な
ど
も
一
緒
に
行
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま

し
た
。

　

次
に
、
総
務
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
防
災
訓
練
事
業
の
賄
材
料
費

三
万
円
に
関
連
し
て
、

　

橋
田
小
学
校
で
実
施
の
地
域
防
災
訓
練
に
参
加
を
す
る
、
児
童
生
徒

百
三
十
人
分
の
食
材
費
と
の
説
明
を
受
け
て
、

　

例
年
、
小
学
校
で
実
施
し
て
も
児
童
が
参
加
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

参
加
を
促
す
よ
う
な
お
知
ら
せ
は
し
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
今
回
の
参
加

に
つ
い
て
は
、
自
主
的
に
橋
田
小
学
校
か
ら
参
加
し
た
い
と
い
う
話
が
き

た
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

こ
の
度
の
橋
田
小
学
校
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
会
場
を
お
借
り
す
る
と

い
う
こ
と
で
小
学
校
と
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
児
童
ま
た
は

教
職
員
も
含
め
て
全
校
挙
げ
て
参
加
し
た
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
防
犯
灯
整
備
・
維
持
事
業
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
設
置
事
業
補
助
金

四
百
万
円
に
つ
い
て
、

　

現
在
、
防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
は
ど
の
く
ら
い
進
ん
で
い
る
の
か
。
ま
た
、

要
望
が
あ
る
部
分
を
加
え
る
と
何
％
ぐ
ら
い
上
が
っ
て
い
く
の
か
、
と
た

だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
灯
数
で
あ
り
ま
す
が
、
八
月
三
十
一
日
現
在
の
状
況

で
す
と
千
百
八
灯
で
、
十
三
・
一
％
で
す
。
こ
の
度
の
補
正
分
を
含
め
ま

す
と
、
千
三
百
八
十
三
灯
で
、  

十
六
・
四
％
に
な
る
見
込
み
で
す
、
と
の

答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
秘
書
渉
外
業
務
の
忠
犬
タ
マ
公
文
鎮
作
製
委
託
料
六
十
二
万
五

千
円
に
関
連
し
て
、

　

昭
和
五
十
八
年
に
羽
下
大
化
先
生
の
弟
子
の
林
昭
三
先
生
が
、
旧
村
松

町
で
記
念
品
と
し
て
作
製
し
た
も
の
を
基
と
し
、
贈
答
用
と
し
て
五
十
個

の
作
製
を
予
定
し
て
い
ま
す
、
と
の
説
明
を
受
け
、

　

委
託
は
林
先
生
に
依
頼
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
作
り
方
は
一
つ
ず

つ
手
作
り
な
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、昭
和
五
十
八
年
の
現
物
が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
こ
か
ら
型
を
取
っ

て
、
そ
れ
で
業
者
に
林
先
生
が
発
注
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
量
産
化
は
で
き
る
と
思
う
の
で
、
も

う
少
し
多
く
作
製
し
て
も
い
い
と
考
え
る
、
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
企
画
政
策
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
住
ま
い
る

応
援
事
業
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
住
ま
い
る
家
賃
等
補
助
金
九
十
五
万
円
に
関
連

し
て
、

　

八
月
三
十
一
日
現
在
で
二
十
五
件
の
申
請
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、

申
請
す
る
年
代
は
ど
う
い
っ
た
年
代
な
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

年
代
別
の
統
計
は
、
今
の
と
こ
ろ
資
料
と
し
て
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

申
請
に
来
ら
れ
る
方
の
様
子
を
見
て
い
ま
す
と
二
十
代
や
三
十
代
の
若
い

方
が
多
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
若
い
方
は
、
生
活
に
関
係
す
る
こ
の
よ
う
な
補
助
金
を

使
う
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
様
々
な
要
望
が
あ
っ
た
ら
柔
軟
に
対
応
し
て

い
た
だ
き
た
い
、
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
報
告
漏
れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
各
委
員
よ
り
補
足
説
明
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

去
る
九
月
六
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件

は
、

認
定
第
一
号
　
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

議
第
八
十
七
号
　
新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

議
第
八
十
八
号
　
平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五

号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

請
願
第
四 

「
学
費
と
教
育
条
件
の
公
私
間
格
差
是
正
に
む
け
て
、

私
立
高
等
学
校
へ
の
私
学
助
成
の
充
実
を
求
め
る
意
見

書
」
の
採
択
に
関
す
る
請
願

　

以
上
の
四
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ

た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
及
び
請

願
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
、
消
防
機
関
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、

　

平
成
二
十
七
年
度
に
は
、
何
件
く
ら
い
の
救
急
車
両
の
出
動
が
あ
っ
た

の
か
。
ま
た
、
東
京
の
方
で
は
何
で
も
な
い
こ
と
で
も
救
急
車
両
が
呼
ば

れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
何
件
く
ら
い

あ
っ
た
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

統
計
的
に
は
「
年
」
で
区
切
っ
て
い
ま
す
の
で
、
平
成
二
十
七
年
と
い

う
こ
と
で
説
明
し
ま
す
と
、
救
急
車
の
出
動
件
数
が
二
千
二
百
十
四
件
の

出
動
で
し
た
。
な
お
、
私
ど
も
の
統
計
で
は
、
死
亡
、
重
症
、
中
等
症
、

軽
症
と
分
類
し
て
お
り
、
軽
症
と
い
う
の
は
、
入
院
加
療
を
必
要
と
し
な

か
っ
た
も
の
で
す
。
軽
症
す
べ
て
が
救
急
車
不
要
と
言
え
ま
せ
ん
が
、
全

体
の
約
四
十
二
％
で
し
た
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
生
涯
学
習
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
郷
土
資
料
館
運
営
管
理

事
業
に
つ
い
て
、

　

昨
年
度
の
入
館
者
が
千
三
百
六
十
二
人
で
あ
り
、
三
六
五
日
で
割
る
と

一
日
の
入
館
者
数
が
三
・
七
人
と
な
る
。
非
常
に
少
な
い
と
思
う
が
、
そ

の
理
由
と
し
て
特
別
展
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が
少
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も

周
知
の
方
法
に
問
題
が
あ
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

郷
土
資
料
館
は
、
ス
ペ
ー
ス
や
展
示
の
関
係
で
か
ね
て
よ
り
課
題
が
多

く
あ
り
、
入
館
者
が
少
な
い
状
況
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
今
ま
で
と
同
じ

こ
と
を
し
て
い
て
も
入
館
者
が
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
特
別
展
を
実
施

し
入
館
者
を
呼
び
込
ん
だ
結
果
、
こ
の
特
別
展
に
は
前
年
よ
り
も
入
館
者

が
増
え
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
剣
持
　
雄
吾
　
　
　
林
　
　
　
茂
　
　
　
今
井
　
　
博
　
　
　
深
井
　
邦
彦

○
佐
藤
　
　
浩
　
　
　
安
中
　
　
聡
　
　
　
桑
原
　
一
憲
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な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て
、高
齢
福
祉
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、

高
齢
者
生
活
支
援
事
業
と
高
齢
者
支
援
事
業
に
関
連
し
て
、

　

高
齢
者
生
活
支
援
事
業
の
緊
急
通
報
装
置
の
貸
与
は
、
一

人
暮
ら
し
高
齢
者
な
ど
の
緊
急
異
常
時
に
迅
速
な
対
応
を
図

る
た
め
実
施
し
た
も
の
で
、
高
齢
者
支
援
事
業
の
見
守
り
等

生
活
安
全
訪
問
は
、
定
期
的
な
安
否
確
認
が
必
要
と
思
わ
れ

る
方
に
対
し
て
訪
問
と
電
話
に
よ
る
確
認
を
行
っ
た
も
の
で

す
、
と
の
説
明
を
受
け
、

　

緊
急
通
報
装
置
貸
与
と
高
齢
者
の
見
守
り
等
生
活
安
全
訪

問
は
、
ど
こ
ま
で
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と

こ
ろ
、

　

緊
急
通
報
装
置
を
利
用
し
て
い
る
方
の
生
活
状
況
と
生
活

安
全
訪
問
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
方
の
状
況
は
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
両
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方
も

お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
緊
急
通
報
装
置
貸
与
と
高
齢
者
の
見
守
り
等
生

活
安
全
訪
問
、
両
制
度
の
一
人
当
た
り
の
費
用
に
つ
い
て
、

た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

平
成
二
十
七
年
度
の
緊
急
通
報
装
置
の
貸
与
は
百
九
十
六

人
で
一
人
当
た
り
四
万
八
千
四
百
六
十
九
円
、
生
活
安
全
訪

問
の
対
象
者
は
百
二
十
四
人
で
一
人
当
た
り
一
万
三
百
五
十

円
で
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ
り
、
費
用
対
効
果
と
い
う
話
に
な
る

が
、
ど
ち
ら
が
よ
り
高
齢
者
の
安
全
を
確
保
で
き
る
か
、
ま

た
重
複
さ
せ
な
い
と
あ
ま
り
効
果
が
な
い
と
思
う
の
で
、
見

直
し
も
含
め
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
要
望
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

　

次
に
、平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第

五
号
）
の
う
ち
、
高
齢
福
祉
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
認

知
症
高
齢
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
委
託
料
三
百
六
十
万
円
に

関
連
し
て
、

　

認
知
症
高
齢
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
委
託
料
で
不
足
が
生

じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
認
知
症
と
認
定
さ
れ
て

い
る
方
は
何
名
で
、
ど
の
く
ら
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
て

い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

認
知
症
と
思
わ
れ
る
方
の
推
計
値
は
、
六
十
五
歳
以
上
人

口
の
十
五
％
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
二
十
八
年
七
月
末
日
現

在
の
五
泉
市
の
六
十
五
歳
以
上
の
人
口
が
一
万
七
千
二
百
十

二
人
で
、
う
ち
十
五
％
の
約
二
千
五
百
名
が
認
知
症
と
推
計

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
二
十
七
年
度
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
つ
い

て
は
、
延
べ
人
数
二
百
九
十
一
名
で
四
月
か
ら
六
月
の
前
半

三
カ
月
は
八
十
名
か
ら
九
十
名
だ
っ
た
も
の
が
、
今
年
度

は
四
月
が
百
二
十
四
名
、
五
月
が
百
四
十
八
名
、
六
月
が

百
二
十
五
名
と
推
移
し
て
い
る
状
況
で
、
こ
の
状
況
だ
と
不

足
が
見
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
補
正
を
お
願
い
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

　

以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た

し
ま
す
。

　

な
お
、
報
告
漏
れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
各
委
員
よ
り
補
足

説
明
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

去
る
九
月
六
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

 

認
定
第
一
号
　
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
の
う
ち
本
委

員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

認
定
第
二
号
　
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て

認
定
第
三
号
　
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
介
護
保
険
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

認
定
第
七
号
　
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

議
第
八
十
八
号
　
平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
五
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管

に
属
す
る
事
項

議
第
八
十
九
号
　
平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
第
九
十
三
号
　
平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

　

以
上
の
八
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に

審
査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委

員
会
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

市
民
厚
生
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
佐
藤
　
　
渉
　
　
　
町
田
　
俊
夫
　
　
　
広
野
　
　
甲
　
　
　
白
井
　
妙
子

○
伊
藤
　
昭
一
　
　
　
羽
下
　
　
貢
　
　
　
熊
倉
　
政
一

（◎委員長　○副委員長）
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（◎委員長　○副委員長）

り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
上
下
水
道
局
所
管
分
の
補
正
予
算
の
質
疑
の
中
で
、

総
務
一
般
管
理
経
費
の
う
ち
経
営
戦
略
策
定
業
務
委
託
料

千
九
十
万
円
に
つ
い
て
、
下
水
道
事
業
の
中
長
期
的
な
計
画

を
策
定
す
る
た
め
の
業
務
委
託
で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
、

　

そ
の
中
長
期
と
い
う
の
は
何
年
の
ス
パ
ン
で
考
え
て
い
る

の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

経
営
戦
略
の
策
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
年
以
上
の
期
間

で
策
定
す
る
よ
う
に
と
い
う
国
か
ら
の
指
示
で
あ
り
ま
す
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
市
内
で
も
人
口
減
少
と
高
齢
化
が
著

し
い
、
そ
う
い
う
中
で
ど
の
よ
う
な
柱
で
策
定
業
務
を
お
願

い
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

当
初
の
時
期
に
施
設
を
整
備
い
た
し
ま
し
た
下
水
道
に
つ

き
ま
し
て
は
老
朽
化
も
進
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
更
新

等
も
含
め
ま
し
て
、
投
資
的
経
費
と
歳
入
、
い
わ
ゆ
る
収
支

の
部
分
で
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
計
画
を
つ
く
る
よ
う
に
と
、

こ
う
い
う
ふ
う
な
観
点
か
ら
取
り
組
む
も
の
で
あ
り
ま
す
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
都
市
整
備
課
所
管
分
の
補
正
予
算
の
質
疑
の
中
で
、

五
泉
駅
周
辺
整
備
事
業
、
中
央
連
絡
橋
階
段
棟
設
計
委
託
料

五
百
六
十
万
円
に
つ
い
て
、
五
泉
駅
に
か
か
る
中
央
連
絡
橋

に
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
た
め
の
階
段
棟
の
設
計
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
を
受
け
、

　

ど
の
よ
う
な
設
計
を
す
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
関
し
ま
し
て
は
北
側
と
南
側
そ
れ
ぞ
れ

一
基
、
合
わ
せ
て
二
基
と
い
う
こ
と
で
設
計
を
考
え
て
お
り

ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
農
林
課
所
管
分
の
補
正
予
算
の
質
疑
の
中
で
、
林

道
施
設
災
害
復
旧
事
業
、
林
道
哺
土
原
線
災
害
復
旧
工
事

千
二
百
万
円
に
つ
い
て
、
事
前
に
危
険
箇
所
の
調
査
を
さ
れ

て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
調
査
を
し
た
箇
所
と
今
回
の
災
害

の
場
所
と
は
一
致
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
調
査

を
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

全
線
を
通
し
て
、
目
視
に
よ
る
確
認
は
毎
年
実
施
し
て
お

り
ま
す
。
今
回
の
被
災
箇
所
で
す
が
、
以
前
に
ク
ラ
ッ
ク
が

入
り
オ
ー
バ
ー
レ
イ
を
し
て
い
た
箇
所
が
崩
落
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
春
ま
た
秋
、
か
な
り
の
地
元
の
人
ま
た

は
市
外
か
ら
も
来
ら
れ
る
林
道
で
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
目

視
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
危
険
な
箇
所
に
つ
い
て
は
十
分

な
調
査
を
し
て
、
安
全
・
安
心
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
よ
う

に
常
に
管
理
に
努
め
て
も
ら
い
た
い
、
と
の
要
望
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

　

以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た

し
ま
す
。

　

な
お
、
報
告
漏
れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
各
委
員
よ
り
補
足

説
明
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

去
る
九
月
六
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

認
定
第
一
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
の
う
ち
本
委

員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

認
定
第
四
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
下
水
道
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

認
定
第
五
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て

認
定
第
六
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
川
東
財
産
区
一

般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

認
定
第
八
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
会
計

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

議
第
八
十
八
号 

平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
五
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所
管

に
属
す
る
事
項

議
第
九
十
一
号 

平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
下
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

議
第
九
十
二
号 

平
成
二
十
八
年
度
五
泉
市
川
東
財
産
区
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

議
第
九
十
四
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
剰
余

金
の
処
分
に
つ
い
て

　

以
上
の
九
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に

審
査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委

員
会
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ

建
設
産
業
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

◎
阿
部
　
周
夫
　
　
　
猪
熊
　
　
豊
　
　
　
牛
膓
　
利
栄

○
長
谷
川
政
弘
　
　
　
鈴
木
　
良
民
　
　
　
平
井
　
敏
弘
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平成27年度　決算の概要

　平成27年度の各会計の決算状況は次のとおりでした。

　一般会計の決算状況を簡単にまとめると、平成27年度の一年間で、244億1,794万円の収入があり、

234億695万円を支出しました。収支差引は10億1,099万円の黒字ですが、翌年度へ繰り越した事業の

財源に2,777万円を充当したので、これを差し引きした実質収支は９億8,322万円になりました。

◆各会計の決算状況

一般会計

特　　別　　会　　計 企業会計

国民健康 
保　　険

介護保険 下水道事業
簡易水道 
事　　業

川東財産区
後期高齢者 
医　　療

水道事業

歳入
244億　　      
1,794万円

63億
3,417万円

60億
3,463万円

32億
836万円

5億
8,842万円

422万円
4億
6,261万円

収益的
収支

収入 11億3,523万円

支出 9億2,277万円

歳出
234億

695万円
63億
3,417万円

58億
8,499万円

32億
201万円

5億
8,842万円

29万円
4億
5,200万円

資本的
収支※1

収入 5億4,177万円

支出 9億817万円

※1 資本的収支の収入不足額３億6,640万円は、内部留保資金等で補てんした。

◆一般会計の決算概要 （1万円未満は四捨五入のうえ調整）

（１万円未満は四捨五入）

市税
22％　52億1,515万円

その他依存財源
５％　12億7,594万円

県支出金
６％　14億924万円

国庫支出金
10％　25億1,588万円

総務費
15％　35億1,546万円

民生費
31％　72億2,419万円

衛生費
６％　14億8,496万円

労働費
0.1％　3,334万円

農林水産業費
４％　８億4,425万円

諸収入
４％　９億3,305万円

分担金及び負担金
１％　３億5,836万円

その他自主財源
５％　12億6万円

地方交付税
30％　73億436万円

公債費
13％　29億6,418万円

教育費
14％　31億8,244万円

市債
17％　42億590万円

歳出総額

234億

695万円

議会費
１％　１億9,793万円

消防費
３％　７億7,071万円

土木費
９％　21億3,742万円

商工費
４％　10億5,207万円

歳入総額

244億

1,794万円

自主財源
　32％
　　77億662万円

依存財源
68％
167億1,132万円
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【 ○：賛成、×：反対、－：欠席・棄権、除：除斥※2】議員別議案賛否一覧表

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
深
井
　
邦
彦

２
桑
原
　
一
憲

３
白
井
　
妙
子

４
今
井
　
　
博

５
安
中
　
　
聡

６
佐
藤
　
　
浩

７
長
谷
川
政
弘

８
伊
藤
　
昭
一

９
佐
藤
　
　
渉

10
平
井
　
敏
弘

11
牛
膓
　
利
栄

12
鈴
木
　
良
民

13
熊
倉
　
政
一

14
広
野
　
　
甲

15
剣
持
　
雄
吾

16
羽
下
　
　
貢

17
町
田
　
俊
夫

18
阿
部
　
周
夫

19
猪
熊
　
　
豊

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第86号
専決処分の報告承認について（平成28年度五泉市一般
会計補正予算（第４号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第87号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第88号 平成28年度五泉市一般会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第89号
平成28年度五泉市国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）

可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第90号 平成28年度五泉市介護保険特別会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第91号 平成28年度五泉市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第92号 平成28年度五泉市川東財産区一般会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第93号
平成28年度五泉市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第94号 平成27年度五泉市水道事業剰余金の処分について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第95号 平成28年度五泉市水道事業会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第96号 平成28年度五泉市一般会計補正予算（第６号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第97号 平成28年度五泉市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第98号 平成28年度五泉市水道事業会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第1号
平成27年度五泉市一般会計歳入歳出決算の認定につい
て

認定 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ×

認定第2号
平成27年度五泉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
の認定について

認定 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

認定第3号
平成27年度五泉市介護保険特別会計歳入歳出決算の認
定について

認定 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

認定第4号
平成27年度五泉市下水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第5号
平成27年度五泉市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第6号
平成27年度五泉市川東財産区一般会計歳入歳出決算の
認定について

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第7号
平成27年度五泉市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算の認定について

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第8号 平成27年度五泉市水道事業会計決算の認定について 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
適任と 
認める

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮問第4号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
適任と 
認める

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請
願
者

請願第４
「学費と教育条件の公私間格差是正にむけて、私立高
等学校への私学助成の充実を求める意見書」の採択に
関する請願

採択 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

議
　
　
　
員

発議第４号 猪熊豊議員に対する議員辞職勧告決議 可決 ○ × × × × ○ × ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 除

発議第５号 猪熊豊議員に対する旅費の返還を求める決議 可決 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 除

発議第６号
学費と教育条件の公私間格差是正にむけて、私立高等
学校への私学助成の充実を求める意見書の提出につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○

発議第７号
（仮）日本酒で乾杯条例の制定に関する調査特別委員
会の設置について

可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※1　法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。

※2　地方自治法第117条の規定により、自己に直接利害関係のある事件については議事に参与できないため、退席し表決に加わっていません。
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議会を傍聴してみませんか

モニター中継もご利用ください

市役所１階ロビー、村松支所１階ロビー、総合会館（生涯学習課前）、五泉図書館、

勤労青少年ホーム、福祉会館、村松公民館、さくらんど会館、さくらアリーナ

　議場の傍聴席で本会議を傍聴することができます。希望される方は市役所５階の議会

事務局へおいでください。

　次の定例会は12月に開催されます。日程等は市のホームページでお知らせいたします。

本会議

【議会の様子】

総務文教常任委員会

市民厚生常任委員会 建設産業常任委員会

本会議の様子は、次の所でモニター中継でもご覧いただけます。どうぞご利用ください。

一般質問（通告順）

　９月定例会では９人の議員が一般質問を行いました。通告順に従い、質問者の氏名を
お知らせします。

通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名 通告順 質問者氏名

1 猪熊　　豊 ４ 伊藤　昭一 ７ 今井　　博

2 桑原　一憲 ５ 阿部　周夫 ８ 町田　俊夫

3 深井　邦彦 ６ 安中　　聡 ９ 羽下　　貢
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請 願 に つ い て発 議 に つ い て

　―  次の請願を採択しました。―― 次の発議を可決しました。意見書は　　　　　

　　　　　　速やかに関係省庁へ送付しました。― ◆請願第４

　「学費と教育条件の公私間格差是正にむけて、私立高

等学校への私学助成の充実を求める意見書」の採択に関

する請願

　【提 出 者】新潟県私学の公費助成をすすめる会

　　　　　　　会長　中村　直美

　【紹介議員】長谷川　政弘

◆発議第６号
　学費と教育条件の公私間格差是正にむけて、私立高等
学校への私学助成の充実を求める意見書の提出について
【提出議員】剣持　雄吾　外５名
【内　　容】
　私立高校は建学の精神に立脚し、独自の伝統と特色ある
教育を展開しながら、公立高校と同様に公教育の重要な役
割を担っています。
　平成22年度より公立高校の授業料無償化が実現し、平成
26年度入学生から年収910万円以上の世帯には学費負担が
発生することになりましたが、年間約12万円の学費負担に
とどまっています。
　一方、私立高校では世帯収入により授業料の一部を補う
国の就学支援金と県独自の学費軽減制度により、私立高校
生家庭の学費負担の軽減が図られているところですが、入
学金を含む初年度納付金は県平均で57万8,200円（平成27
年度）であり、年収910万円以上の世帯ではその全額を、年
収910万円未満の世帯でも国・県の学費支援後も約19万～
46万円の学費負担が残されたままです。
　また、私立高校の専任教員数は公立高校との比較におい
て少ないなど、学費と教育条件の公私間の格差の改善が求
められています。
　よって、国及び県におかれては、私学教育の充実と私立
高校生の修学上の学費負担を軽減する立場から、私学助成
を充実されるよう、強く要望します。
　以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出し
ます。
【送 付 先】
　内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣、
衆議院議長、参議院議長、新潟県知事

◆発議第７号
　（仮）日本酒で乾杯条例の制定に関する調査特別委員会
の設置について
【提出議員】鈴木　良民　外６名
【内　　容】
　（仮）日本酒で乾杯条例の制定について調査・検討を行
うため、７人の委員で構成する特別委員会を設置するも
のです。

　（仮）日本酒で乾杯条例の制定に関する調査特別委員会

◆発議第４号

　猪熊豊議員に対する議員辞職勧告決議

【提出議員】阿部　周夫　外３名

【内　　容】

　平成25年11月８日から９日にかけての広報特別委員

会の横須賀市行政視察において、猪熊豊議員による五泉

市議会議員の信頼を失墜させる公費の不正受給行為が判

明した。

　先般の議会運営委員会での猪熊豊議員の発言や当時の

視察行程、現金の受領書等から、五泉市議会の公務であ

る広報特別委員会の視察日程を無視し、身勝手な単独行

動をとっていながら、公費を使っていた事実が確認され

た。さらに、新幹線の旅費受給に関しても不正受給を確

認した。

　日本共産党五泉市議団の代表として、常日頃より政治

倫理を強く主張する猪熊豊議員の市民を裏切るこのよう

な行為は、五泉市議会の名誉を著しく傷つけるとともに、

市民の議会、議員への信頼をも失墜させる責任は重大で

ある。

　よって本市議会は、猪熊豊議員に対し、道義的、政治

的責任を感じ、自らの意思により直ちに議員の職を辞す

ることをここに勧告する。 

　以上、決議する。

◆発議第５号

　猪熊豊議員に対する旅費の返還を求める決議

【提出議員】阿部　周夫　外３名

【内　　容】

　平成25年11月８日から９日にかけての神奈川県横須

賀市における、五泉市議会の公務である広報特別委員会

の視察にて、猪熊豊議員の行なった身勝手な単独行動は

決して許されることではない。

　猪熊豊議員は当時の視察行程を無視し、五泉市職員の

旅費に関する条例に基づく議長の出張命令に従わない行

為があった。平成25年11月８日は、五泉市役所から横

須賀市役所までの間と、翌日11月９日は、横須賀中央

駅から燕三条駅間に、病気等の正当な理由もなく、広報

特別委員会の視察行程を無視し別行動をした。よって、

不正受給した新幹線自由席特急券と指定席特急券代金の

差額分も含む、ＪＲ燕三条駅から京浜急行横須賀中央駅

間の往復交通費19780円の返還を求める。

　日本共産党五泉市議団の代表として、常日頃より政治

倫理を強く主張する猪熊豊議員に対し、速やかに旅費の

返還に応じ、社会的、政治的責任を果たすべきである。

　以上、決議する。

　◎　牛膓　利栄　○　佐藤　　浩　　阿部　周夫

　　　広野　　甲　　　今井　　博　　桑原　一憲

　　　深井　邦彦

（◎委員長　○副委員長）
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消防団秋季消防演習の様子

議会に関するご意見・ご要望をお寄せください。
議会事務局　☎（43）3911／ E-mail :gikai@city.gosen. lg.jp ／ URL:http://www.city.gosen. lg.jp

　

食
欲
の
秋
、
味
覚
の
秋
を

迎
え
ま
し
た
。
五
泉
市
は
、

国
の
指
定
産
地
で
あ
る
帛
乙

女
を
は
じ
め
五
泉
美
人
と
い

わ
れ
る
レ
ン
コ
ン
・
栗
・
ぎ

ん
な
ん
等
々
県
内
屈
指
の
農

産
物
の
産
地
で
あ
り
ま
す
。

　

特
に
今
年
は
、
台
風
の
影

響
も
少
な
く
五
泉
の
コ
シ
ヒ

カ
リ
は
近
年
に
な
い
高
品
質

で
議
会
と
し
て
も
喜
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が

市
内
各
地
で
開
催
さ
れ
ま
す

が
、
ぜ
ひ
五
泉
の
味
覚
を
満

喫
し
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

■
広
報
委
員
会

　

委

員

長　

伊
藤　

昭
一

　

副
委
員
長　

鈴
木　

良
民

　

委　
　

員　

猪
熊　
　

豊

　
　

〃　
　

阿
部　

周
夫

　
　

〃　
　

佐
藤　
　

渉

　
　

〃　
　

桑
原　

一
憲

　
　

〃　
　

深
井　

邦
彦

編

集

後

記


